
中郷地区 

１ 土地利用の基本方針 

  さくら湖や周辺の緑豊かな里山、天然記念物「滝桜」など、地域の自然環境のすばらしさを後世

に伝えていくため、次のゾーン区分及びエリア区分の土地利用の方向性に基づき、秩序ある土地利

用の推進に努め、地域の実状に即した秩序ある土地利用を図ることとする。 

ア 農業振興ゾーン 

   農用地は、農産物の安定供給ばかりでなく、洪水調整機能等公益的機能や豊かな景観の形成な

ど、既存集落等の安全・安心の確保や地区の田園環境の保全等、地区のまちづくりを支えるうえ

で重要な役割を担っていることを踏まえ、農用地の維持・保全に努める。 

   なお、滝区及び過足区においては、ブルーベリー観光農園を含むものとする。 

 イ 森林保全ゾーン 

   森林は、農用地と同様に洪水調整機能等公益的機能や豊かな景観の形成など、既存集落等の安

全・安心の確保や地区の田園環境の保全等、地区のまちづくりを支えるうえで重要な役割を担っ

ていることを踏まえ、森林の維持・保全に努める。 

 ウ 公共施設ゾーン 

   中郷地区交流館をはじめとする各行政区公民館、中郷小学校等学校施設は、地域住民の活動・

交流の場や緊急時の避難場所として位置づけ、その環境の保全に努める。 

 エ 既存住宅ゾーン 

   快適で安全・安心な生活環境の形成を図りながら、既存集落の維持に努める。 

 オ 他用途利用ゾーン 

   既存集落への近接配置を基本としながら、都市基盤整備がある程度進んでいるエリア、さらに

は開発による環境負荷が最小限となるエリアに優先的に誘導することとする。 

 カ 地域の宝エリア 

   神社仏閣及び里山や鎮守の森等地域の宝として、現存のまま次世代に継承する区域とする。 

 キ 景観を守るエリア 

   良好な自然環境を有するさくら湖及び滝桜周辺の区域とする。また、滝桜までの主要な道路沿

線（県道谷田川三春線・県道飯野三春石川線）の良好な田園風景を確保する区域とする。 

 ク 除染廃棄物仮置場エリア 

   東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した放射能汚染土の仮置場エリアは、保管し

てある除染廃棄物等が中間貯蔵施設等へ搬出された後、原形復旧を原則としているが、敷地の造

成等が実施されていることから、土地の返還後の土地利用については、土地所有者及び地元関係

者との協議により改めて決定する。 

 ケ 仮設住宅エリア 

   東日本大震災被災者のための仮設住宅建設エリアについては、下記のとおりとする。 

   (1)国 有 地：原形復旧を原則とする。 

   (2)町 有 地：住宅地や公共施設への利用など、地区と協議しながら土地利用を決定する。 

   (3)個人所有地：原形復旧を基本とするが、土地の返還の際に土地所有者及び関係者との協議の

うえ改めて土地利用計画を決定する。 
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２ 計画的な土地利用への誘導 

  土地利用の基本方針に基づいてゾーニングされた「計画図」に沿って各ゾーンの土地利用に努め

るものとし、新たな住宅建築等の開発行為に関しては、新宅地形成ゾーンへ「開発許容台帳」によ

り誘導するものとする。（新たな商業施設（店舗付き住宅を除く）については、田村三春小野都市計

画区域において商業系の用途地域として指定されているエリア、新たな工業施設については、既存

の工業団地に誘導することとする。） 

                                   （単位：㎡） 

現況（計画策定時） ゾーン面積（計画策定時）

6,217,500 6,194,087

農振農用地 3,639,635 3,639,635

7,318,231 7,318,231

保　安　林 67,327 67,327

区　　　　分

農 　　用 　　地

森　　　　　　　林
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凡例

森林保全ゾーン

公共施設ゾーン

既存住宅ゾーン

他用途利用ゾーン

地域の宝エリア

景観を守るエリア

除染廃棄物仮置場エリア

仮設住宅エリア

農業振興ゾーン

ブルーベリー観光農園
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宅地介在田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-
-

孝戸 58-2 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 58-1 宅地介在田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-
-

孝戸 35-7 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 57 宅地介在田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-
-

孝戸 41

孝戸 35-6 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 35-4 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 35-2 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 35-1 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 34-5 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 34-1 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 244-2 畑 農業振興ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 243 畑 農業振興ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 129-1 畑 農業振興ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 86 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 84 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 28 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 24-2 宅地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-
-

田中 24-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 21 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 20 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 11-3 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 11-2 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

込木区　開発許容台帳

字名 地番 現況地目 ゾーン区分
農地法

その他
農振法

田中 10 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

田中 7 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-
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孝戸 68 宅地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-
-

孝戸 187-1 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 67 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

孝戸 66-1 田 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

込木区　開発許容台帳

字名 地番 現況地目 ゾーン区分
農地法

その他
農振法
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177-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

馬場

-

-

-

-
175 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ

農地転用

馬場

176 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

170-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

馬場

馬場 107-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用
-

馬場 103-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

馬場 106-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

馬場 101-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

馬場 102-2 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

馬場 102-1 畑

-

馬場

貝山区　開発許容台帳

農地法
字名 地番 現況地目 ゾーン区分

農振法
その他

-

農地転用

馬場 97-1 雑種地 他用途利用ｿﾞｰﾝ
-

-

馬場

-

99-1

馬場 98-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ

-

馬場 101-2 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

-

馬場 104-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ

他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

馬場 105-1 畑 他用途利用ｿﾞｰﾝ
農地転用

農地転用


